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通番 ヒアリング事項 府省 ページ 

１５ 土地利用基本計画に係る国への事前協議の廃止等 国土交通省 １～４ 

２４ 
漁業関連事務の簡素化等 

 ア．漁業関連融資手続の見直し 

 イ．内水面漁業調整規則の改正時の国認可の廃止 

農林水産省水産庁 ５～１３ 

３３ 都道府県による保安林の解除に係る国の同意協議の廃止 農林水産省林野庁 １４～１７ 

追２ 
地方公共団体の貸付金に係る徴収又は収納の私人委託対象

範囲の違約金への拡大 
総務省 １８～１９ 
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重点番号15：土地利用基本計画に係る国への事前協議の廃止等（国土交通省）
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漁
業

近
代

化
資

金
の

法
定

上
限

超
過

に
係

る
大

臣
承

認
手

続
の

見
直

し
に
つ
い
て

現
行

：
大

臣
承

認
法

定
上

限
超

過
が

認
め
ら
れ

る
か

ど
う
か

を
以

下
の

考
え
方

に
基
づ
き
農

林
水

産
大

臣
が

判
断

例
外

措
置

漁
業

近
代

化
資

金
の

法
定

上
限

の
趣

旨

・
利
用
者
間
の
公
平
性
を
担
保

・
過

剰
投

資
に
よ
る
貸

し
倒

れ
リ
ス
ク
の

増
加

を
防

ぐ
な
ど

平
成
2
7
年
1
0
月
1
3
日

水
産

庁

○
前
回
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
け
る
御
指
摘
や
要
望
元
か
ら
の
新
た
な
御
提
案
を
受
け
、
漁

業
近

代
化

資
金

の
法

定
上

限
超

過
に
係

る
大

臣
承

認
手

続
の

見
直

し
を
検

討
。

○
具
体
的
に
は
、
現
行
の
大
臣
承
認
の
仕
組
み
を
、
あ
ら
か

じ
め
法

定
上

限
の

超
過

が
認

め
ら
れ

る
基

準
を
示

し
、

都
道

府
県

が
当

該
基

準
に
基

づ
き
判

断
す
る
仕

組
み

に
変

更
す
る
こ
と
を
検

討
。
（
要

法
改

正
）

見
直

し
後

：
法

定
上

限
超

過
基

準
法

定
上

限
超

過
が

認
め
ら
れ

る
基

準
を
農
林
水
産
大
臣

が
あ
ら
か

じ
め
示

し
、
こ
れ

に
基

づ
き
利

子
補

給
契

約
時

に
都

道
府

県
が

判
断

【
基

準
の

内
容

】
・

現
行

の
承

認
の

考
え
方

を
分

か
り
や

す
く
整

理
（
詳

細
は
下
記
の
と
お
り
）

①
貸

付
金

の
合

計
額

が
、

借
入

者
の

経
営

規
模

か
ら

み
て

妥
当

で
あ

る
こ

と
②

貸
付

け
が

漁
業

者
等

の
資

本
装

備
の

高
度

化
・

漁
業

経
営

の
近

代
化

に
特

に
資

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
（

例
：

漁
船

の
場

合
）

・
冷
凍

設
備

等
高

度
の

装
備

を
有

す
る

漁
船

の
取

得
等

・
経

営
隻

数
の

増
加

、
効

率
的

な
漁

業
方

法
の

実
現

そ
の

他
の

漁
業

経
営

の
改

善
に

特
に

寄
与

す
る

漁
船

の
取

得
等

・
漁

業
近

代
化

資
金

に
よ

り
取

得
等

を
し

た
漁

船
又

は
施

設
の

効
用

を
著

し
く

高
め

る
た

め
の

漁
船

の
取

得
等

※
各
地
域
の
漁
業
の
実
態
を
踏
ま
え
た
判
断
が

可
能

な
も
の

と
な
る
よ
う
、
全

国
の

都
道

府
県

と
調

整
の

上
策

定
。

新
た
に
策

定
す
る
法

定
上

限
超

過
基

準
の

イ
メ
ー
ジ
（
※

）

何
ら
の
基
準
も
な
く
法
定
上
限
超
過
を
認
め
る
こ
と
は

法
定
上
限
の
趣
旨
を
没
却
す
る
お
そ
れ

【
承

認
の

考
え
方

】
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
よ
り
）

対
象

と
な
る
施

設
が
漁

業
者

等
の
協

業
化

の
推

進
等

そ
の
経

営
の
高

度
の
構

造
改

善
に
極

め
て
緊

要
で
あ
り
、
か
つ

、
経

営
規

模
か
ら
み

て
も
妥

当
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
資

本
装

備
の
高

度
化

及
び

生
産

性
の
向

上
に
資

す
る
程

度
が
著

し
く
高

く
、
さ
ら
に
資

金
の
必

要
性

が
や

む
を
得

ず
次
に
掲

げ
る
額
を
上
回
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
農

林
水

産
大

臣
が
承

認
し
た
と
き
は
、
そ
の
承

認
し
た
額

を
貸

付
限

度
額

と
す

る
。
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テキストボックス
重点番号24：漁業関連事務の簡素化等（ア．漁業関連融資手続の見直し）（農林水産省水産庁）




